
令和６年度　施行

新嵐山スカイパーク　メムロスキー場　リフト保守点検業務

（ 魅 力 創 造 課 魅 力 発 信 係 ）

公示用

作成日　令和６年４月４日



項　　目 単　価 数　量 単　位 金　額 摘　要

作業費

機械設備点検費 3 基

電気設備点検費 3 基

小計

機器・車両損料

機器損料 1 式

車両損料 6 日

小計

諸経費 10 ％

小 計 ※万円未満切り捨て

消 費 税 10 ％

合 計

新嵐山スカイパーク　メムロスキー場　リフト保守点検業務



 

 

新嵐山スカイパーク メムロスキー場 リフト保守点検業務 仕様書 
 

 

 

１ 委託等名 新嵐山スカイパーク メムロスキー場 リフト保守点検業務 
 

２ 履行場所 芽室町中美生２線４２番地 
 

 

３ 履行期間 契約締結の日から令和６年８月３０日まで 
 

４  目的  
本業務は、メムロスキー場の老朽化等に対応し、長期的な視点で効率的かつ安全な運営

管理を実現するため、現時点の劣化状況と過去の改修履歴を踏まえた今年度リフトを安全
に運行するための修繕費用の算出及び、今後の長期的な改修の実施方針及び改修費用を踏
まえた「修繕計画」を策定することを目的とする。 

 

５ 業務内容 次に掲げる業務を実施する。 
（１）索道設備点検 
   
   新嵐山第１パラレルリフトＡ線 

新嵐山第１パラレルリフトＢ線 
新嵐山第２パラレルリフトＢ線 
 

（２）報告書作成 
 

（３）修繕計画の策定 
 

 

 

６ 業務基本項目 各業務においては、次に掲げる基本項目を実施する。 
（１）リフト設備点検 

①機械設備（各設備） 
 ・各設支柱、索受装置 

・支えい索 
・原動緊張設備 
・折返設備 
・搬器 

 
②電気設備（１次側受電設備(キュービクル・トランス他）除く) 
 ・制御装置（各設備） 

・ＡＳモーター（新嵐山第１パラレルリフトＡ線Ｂ線） 
・かご型モーター（新嵐山第２パラレルリフトＢ線） 
・運転盤 
・監視盤 
・保安・通信設備 

 
（２）報告書・提案書作成 

・各設備の点検報告書を作成し、点検結果をもとに今年度及び今後の修繕に関する 
提案書を作成。 



 

（３）修繕計画書の作成 

・提案書をもとに、今年度及び今後１０年間の修繕計画書の作成。 

・修繕実施年を調整し改修費用を試算する。 
 
 

７ 現地調査等 

（１）現地調査は目視を基本とし、実施日時は予め協議する。 

（２）必要に応じて施設管理者(索道技術管理者含む)等からのヒアリングやアンケートを 
行う。 

 

８ 貸与資料 

（１）下記の資料を貸与する。一部の資料は施設管理者から直接貸与を受けること。 

①１月検査記録簿、１２月検査記録簿 
②整備工事関連資料 
 

（２）貸与された資料は、破損・紛失しないよう適正に管理し、業務終了後は速やかに返 

却する。 
 

９ 成果品  
成果品は以下を基本とし、次に掲げる各事項を位置付けること。また、成果品はＡ４ 

判にまとめて製本し、２部提出すること。 
 

（１）点検検査表 
・新嵐山第１パラレルリフトＡ線 
・新嵐山第１パラレルリフトＢ線 
・新嵐山第２パラレルリフトＢ線 
 

（２）提案書 

・点検検査した箇所において、今後の修繕に関する提案書 
 

（３）修繕計画書 

・令和６年度から令和１５年度までの修繕計画書 
 

１０ その他 

（１）発注者との協議や指示の下、関係作業を実施する。 

（２）業務に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議する。 

（３）打ち合わせは適宜行い、概ね３回を想定している。 

（４）「９ 成果品」の著作権は委託者に帰属するものとする。 

（５）本業務に伴う経費は、仕様書に明記のないものにあっても原則として受託者の負担と 
する。 

（６）委託内容の詳細については、必要に応じて委託者と協議して定める。 


